
南アルプスユネスコエコパークにおける公共標識のガイドライン 

 

１ 目的 

南アルプスユネスコエコパーク地域は 3,000ｍ峰が連なる急峻な山岳環境の中、固有 

種が多く生息・生育する我国を代表する自然環境を有している。そこで、南アルプスの

保護と適正な利用を推進するため、当地域内における適切な標識の配置やデザインの統

一化等を図ることにより、利用者の安全と利便性を確保するとともに、秩序ある風致景

観を維持及び形成することを目的とする。 

 

２ 対象とする公共標識の種類 

 本ガイドラインが対象とする公共標識の種類は、別表１に示すサインの種類とする。 

 ただし、別表１の誘導標識のうち、登山道における誘導標識については、「南アルプ 

スユネスコエコパークにおける登山道誘導標識のガイドライン」による。 

 

３ 適用範囲 

 南アルプスユネスコエコパーク地域に設置する公共標識を対象とする。 

①歩行者を対象とした案内、誘導のための標識（サイン） 

②車両通行者を対象として圏域内で重要な案内対象に誘導する標識（サイン） 

③駅前などの交通拠点、道路、公園、緑地等に設置され管理する標識（サイン） 

 

 ただし、次に示すように標識令などの法令等に準拠したサインや、駅施設内サインの 

ように一つのまとまりとして独自のサインシステムを用いた方が効果的と思われるサ 

インについては、適用範囲から除外する。 

①特定の施設（美術館や博物館、庭園、古民家等の意匠性が重要な施設等）。 

②国県等が設置するサイン。 

③民間サインは直接的な適用対象とはしない。 

 

４ 適正な配置等 

 必要最低限の設置数とする。その際、利用者の導線を考慮しつつ、可能な限り風致景 

観の支障とならず、かつ利用者の目につきやすい場所に設置する。近傍に同一機能の標 

識を重複して設置することは避け、複数存在している場所においては、必要性を吟味の 

上、統合又は撤去する。 

 なお、国・県・市町村の計画、屋外広告物条例、ガイドラインなど、各種関係法令・ 

条例等を遵守し設置するものとする。 

 設置に際しては、関係者に対して事前に相談しながら進めるものとする。 

 

５ デザインに関する基本的な考え方 

南アルプスユネスコエコパーク地域の利用者、利用形態は多様であることから、ユニ 

バーサルデザインとすることが必要である。また、南アルプスの変化に富んだ地形、地

質や、積雪や強風など自然・気象条件などに配慮した仕様にする必要がある。 



 本ガイドラインでは、良好な風致景観に配慮しながら、利用者への適切な情報の伝達 

につなげるためのデザインについて、以下に定めることを基本とする。 

ただし、自然公園法等各種関係法令や各地域の条例等を優先するものとする。 

本体素材については、特に定めない。 

各サインの表示面デザインイメージについては、資料１を参照すること。 

    

①言語 

日本語と英語表記を基本とする。 

ただし、サインの種別や記載事項によっては、日本語のみの表記とすることや、

その他の言語を表記することができる。 

   英語表記は、原則として「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のため

のガイドライン」（平成 26 年 3 月 国土交通省観光庁）の表記例（資料２参照）に

よるものとする。 

 

②フォントおよび文字高 

フォントおよび文字高については、次のとおりとする。 

表１ フォントおよび文字高 

種類 フォント 文字高 

和文 「角ゴシック体」を基本とする。 見通し距離に応じた適切な高さとする。 

欧文・数字 「サンセリフ系書体」を基本とする。 

和文の文字高の 3/4程度を基本とする。 その他の言語 「角ゴシック体に準じた書体」を基本とする。 

  ※「サンセリフ系書体」とは、欧文書体の文字の末端部にある爪のような装飾（セリフ）がなく、文

字に使用する線の太さがほぼ一定である書体のことである。 

 

③色彩 

色彩については、次のとおりとする。 

  《表示面》 

 地色 

こげ茶色（DIC333近似色） 

 アクセントカラー 

オレンジ色（南アルプスユネスコエコパーク固有カラーDIC120近似色） 

 文字色 

白（アクセントカラー内の場合は黒） 

  《支持体》 

表示面地色と同じ「こげ茶色（DIC333近似色）」とすることが望ましい。 

 

④ピクトグラム 

国際化や利用者の多様性に配慮し、ピクトグラムを適宜使用することが望ましい。 

一般的なピクトグラムは「JIS Z 8210 案内用図記号」（資料３の１参照）及び『自 



然公園公共標識の標準表示例（環境省）』に定められている「自然公園独自のピク 

トグラム」から選定し、色彩等のルールを遵守し、用いること。 

 

⑤ロゴマーク・シンボルマーク・市町村章 

ロゴマーク・シンボルマーク・市町村章については、各ルールを遵守し、用いる

こと。（資料４参照） 

 

⑥ＱＲコード 

ＱＲコードを用いる際、ＵＲＬを併記する場合は、リンク先名も記載すること。 

 

 ⑦財源等の名称 

財源等の名称を記載する必要がある場合は財源の名称、財源の出資先を記載する

場合については、法人名を記載することとする。 

なお、表示場所やロゴマークの記載等については特に定めず、状況に応じて適宜

判断することとする。 

 

６ 維持管理 

  設置者又は管理者は標識の劣化により風致景観上の支障となることを避け、また、

利用者の安全を損なうことのないよう、適切な維持管理を行う。必要がなくなった公

共標識は、速やかに撤去することとし、老朽化した公共標識は、必要な措置を講じる

ものとする。 

 

７ その他 

  本ガイドラインに定めのない事項については、原則として関係法令等によるものと

し、疑義が生じた場合は担当者会議で協議するものとする。 

ただし、ガイドラインの修正については、南アルプスユネスコエコパークの運営組

織の幹事会で定める。 

 

附則 

このガイドラインは、平成２８年７月９日以降に作成する標識から適用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１ 公共標識（サイン）のタイプ 

 

種類 主な機能 具体例 

記

名

標

識 

入口標識 ・公園区域の明示、公園の周知 入口標識 

公園名碑標識 ・自然公園内であることの認識の高揚 

・自然公園のシンボル、ランドマーク 

指定記念碑 

公園名板 等 

資源名標識 ・施設、景観資源、地名の認知（確認や識別） 施設名板、景観資源名板、地名板 等 

案

内

標

識 

誘導標識 ・目的事物への誘導 指道標、里程標、誘導標 等 

案内図標識 ・オリエンテーション（全体像の把握及び自己の存在位置の確認） 総合案内板、 

地図案内板 等 総合案内標識 ・各種利用情報の提供 

解説標識 ・自然教育 

・自然解説や自然情報の提供 

解説板、方向指示板、 

植物ラベル 等 

注意標識 ・事故防止 

・自然環境の保護 

・公序良俗の維持 

・利用規制の認知 

制礼、注意標識、規制標識、 

警戒標識 等 

掲示板 ・行事予定等の広報、ポスター掲示 掲示板、告知板 等 

境界標識 ・公園区域や管理地の明示 境界標、境界杭 等 

里程標・路傍サイン ・長距離自然歩道におけるシンボル的な標識 

（歩道名、現在地、行程の表示） 

歩道名板、里程標、誘導標識 等 

 

 

別表１ 



 

資料１ 

１．デザイン例 

①入口標識例 

 



 

②誘導標識例 

      



 

③総合案内標識例 

 



 

資料２ 

１．「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」（平成 26年 3月 

国土交通省観光庁） 抜粋 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

備考 

１．はねる音「ン」は nで表すが、m、b、pの前では mを用いることができる。 

２．はねる音を表す n と次にくる母音字又は y とを切り離す必要がある場合には、n の 次に「-」（ハイフン）

を入れる。 

３．つまる音は、次にくる最初の子音字を重ねて表すが、次に chがつづく場合には cを重ねずに tを用いる。 

４．長音は母音字の上に「－」（長音符標）をつけて表すことができる。長音が大文字の場合は母音字を並べる

ことができる。 

（注）長音符号は日本独自のもので、国際化されていないため、外国人に理解されない可能性もある。長音

符号の使用は事業者や自治体等で対応が異なる、もしくは使用しない場合があるため表示にあたっては

確認が必要。 

５．特殊音の書き表し方は自由とする。 

６．文の書きはじめ並びに固有名詞は語頭を大文字で書く。なお、固有名詞以外の名詞の語頭を大文字で書くこ

ともできる。 

７．意味のかたまりや発音のしやすさ等の観点から、複数の名詞等で構成される固有名詞や oが重なる場合等は、

その間に「-」（ハイフン）を入れることができる。 

 

※出典元：国土交通省 観光庁（平成 26 年３月）『観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン』 

 

 

 

 



 

資料３ 

１．「JIS Z 8210 標準案内用図記号」 抜粋 

 



 

資料４ 

１．シンボルマーク・ロゴマーク・市町村章 （「ユネスコ MABマーク」の資料画像は省略） 

①南アルプスユネスコエコパーク 

 



 

②南アルプス国立公園シンボルマーク（適宜使用） 

   

 

 

 ③南アルプス〔中央構造線エリア〕ジオパークロゴマーク（適宜使用） 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ④市町村章 

  《山梨県》    南アルプス市   北杜市      早川町     韮崎市    

                           

 

  《長野県》     伊那市      飯田市     富士見町     大鹿村 

              

 

 

《静岡県》     静岡市    川根本町 

           

 


